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特許検索事例研究会 ～拒絶理由に学ぶ特許検索式の立案ノウハウ～ 

 

「演習問題２０：飲食店の運営管理システム」の事例解説 

 

１．演習問題２０の内容 

演習問題２０の題材公報は「特開２０１８－１２４６９４：飲食店の運営管理システム」

です。この特許出願の請求項１の新規性を確認するための検索式を検討してください。 

 

【発明の名称】飲食店の運営管理システム 

【要約】【課題】飲食店において顧客が所有する携帯通信端末により料理や飲み物など

を簡単に注文をすることができ、注文情報の集計管理や飲食店の運営・店舗管理を容易

にすること。 

【解決手段】飲食店の店員の操作する第１の携帯通信端末２と、顧客の所有する第２の

携帯通信端末３と、注文情報を集計して管理する飲食店制御装置４と、飲食店Ａの管

理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトを提供する管理制御装置５と、から構

成され、管理制御装置５は、顧客注文サイト４１と顧客注文サイト４１へのアクセス情

報を記録した二次元コード４２とを備え、第２の携帯通信端末３が二次元コード４２の

アクセス情報により顧客注文サイト４１にアクセスして注文情報を送信してきた場合、

受信した注文情報を飲食店制御装置４に送信し、飲食店制御装置４は、第１の携帯通信

端末２からの注文情報に併せて第２の携帯通信端末３からの注文情報を集計して管理す

る。 

【請求項１】※公開公報が発行された後に補正された請求項 

注文情報を集計して管理する飲食店制御装置と、 

前記飲食店制御装置との間で通信回線を介して情報を送受信し、飲食店の管理・運営に

関する情報を処理する情報処理サイトを提供する管理制御装置と、を備え、 

前記飲食店制御装置及び前記管理制御装置の少なくとも一方は、飲食店の管理・運営に

関する情報を処理する情報処理サイトと、前記情報処理サイトに顧客が注文情報を入力

して送信するための顧客注文サイトと、を有し、 

飲食店の店員の操作により注文情報を入力して送信する第１の携帯通信端末、及び、顧

客の所有する各種の情報を入力して送信可能な第２の携帯通信端末と送受信可能に構成

され、 

前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報を記録した二次元コードを読み

込んだ前記第２の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されて

いる、飲食店の運営管理システム。 

 

そして、拒絶理由の中で、【請求項１】の新規性を否定するとして示された引用文献が１

件ありました。 

 

引用文献：特開２００９－０４３１８５ 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2018-124694/2ECD1AC139BFC67671C42EC4C1B719AC8C9944B4E91CBF59ED61CFF2ECD52E75/11/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2009-043185/4B18DCEFE97C728B094A89597B2F78DA39E405A147D4D303673DCF782EF7A42B/11/ja
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＜拒絶理由通知書に記載された審査官のコメント＞ 

引用文献には、ＰＯＳサーバ１１及びＰＯＳデータベースサーバ１２（本願の「飲食店

制御装置」に相当）、ウエブサーバ（本願の「管理制御装置」に相当）、従業員の携帯端

末１８（本願の「第１の携帯通信端末」に相当）、ユーザの携帯電話２１，２２（本願

の「第２の携帯通信端末」に相当）等からなるシステムが開示されており、ウエブサー

バ１３は携帯電話２１で注文するための情報を入力する注文ページ１３ｂ（本願の「顧

客注文サイト」に相当）を含む店舗のホームページ１３ａ（本願の「情報処理サイト」

に相当）を格納していること（［００２８］、図４等）、ホームページへのアクセスはＱ

Ｒコードを用いてもよいこと（［００４１］、図７等）が記載されている。 

したがって、請求項１に係る発明の発明特定事項と引用文献に記載された発明の発明事

項との間に差異は認められない。る。 

 

皆様は、これらの引用文献を抽出することができたでしょうか？ また、どのような検索

戦略を立案すればヒットさせられるでしょうか？ 

 

２．発明の認定および題材公報と引用文献との対比 

まずは、調査対象とした発明の認定作業から行いましょう。 

今回の題材は、スマートフォンを使ったセルフオーダーシステムに関する題材を取り上げ

ました。コロナ禍になり人との接触を避けるために、多くの飲食店で普及が進みました。

コロナ禍が終息しても、人手不足解消や、人件費低減のために、今後も普及が進むのでは

ないでしょうか。 

今回の発明は、店側が発行するＱＲコードを顧客自身のスマホで読み取る、モバイル型の

セルフオーダーシステムに関する発明です。具体的には、スマホと飲食店制御装置と顧客

注文サイトなどが構成要素となっています。 

 

請求項１では、本発明のセルフオーダーシステムは、「店員が操作するハンディターミナ

ル」、及び、「顧客のスマホ」の両方から注文が可能であり、「顧客のスマホ」から「ＱＲ

コード」を読み込んで顧客注文ページにアクセス可能にしたことが特徴になっています。 

 

ここで、題材公報と引用文献に付与されている特許分類やキーワード表現の、一致点、相

違点について確認してみましょう。図１は題材公報と引用文献の対比表です。 
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図１ 題材公報と引用文献の対比表 

 

題材公報 引用文献
特開2018-124694 特開2009-043185

出願日 2017/1/31 2007/8/10
公報発行日 2018/8/9 2009/2/25

出願人 Ｑｕｅｅｎｓ　Ｊａｐａｎ株式会社 ノバシステム株式会社
発明の名称 飲食店の運営管理システム ＰＯＳシステム、携帯電話、および、注文管理プログラム

図面

G06F17/60,120：飲食店のための業務システム
（G06Q50/12の旧分類）

G06F17/60,318G：発注支援
G06F17/60,506：携帯型端末
G06G30/06,140G：発注支援

G06G30/06,300：電子ショッピング
G06G30/0601：電子ショッピング

G06Q50/12,100：飲食店業
（G06Q50/12の旧分類）

G07G1/00,301D：携帯型キャッシュレジスター
G07G1/12,361C：食堂のキャッシュレジスター
G07G1/14：キャッシュレジスターの中央処理

3E142：キャッシュレジスター

5L049CC19：投票またはくじ 5L049BB58：発注支援

注文を集計して管理する
飲食店制御装置

ＰＯＳサーバ、ＰＯＳデータベースサーバ

飲食店の管理・運営に関する情報を処理する
管理制御装置

ウエブサーバ

情報処理サイト（運営管理サイト、店舗管理サイト
、レジスターサイト、店員注文サイト）

店舗のホームページ

顧客注文サイト 注文ページ

店員が操作する第１の携帯通信端末
（店員が持っているハンディターミナル）

従業員の携帯端末

顧客が所有する第２の携帯通信端末
（お客さん自身のスマホやタブレット）

ユーザの携帯電話

顧客注文サイトにアクセスする二次元コード ＱＲコード

キーワード

ＦＩ
(更新データ)

G06Q50/12：ホテルまたはレストラン等のサービス業に適合したシステム

対比公報

Ｆターム
(更新データ) 5L049 CC24：飲食店業の業務システム
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特許分類について比較してみると、最新のＦＩが追記された更新ＦＩでは、「Ｇ０６Ｇ５

０／１２：ホテルまたはレストラン等のサービス業に適合したシステム」が、題材公報と

引用文献の両方に共通して付与されています。引用文献の公開公報発行時には、「Ｇ０６

Ｇ５０／１２」は存在しておらず、「Ｇ０６Ｇ５０／１２」の旧分類である「Ｇ０６Ｆ１

７／６０，１２０：飲食店のための業務システム」が、引用文献の公開特許公報に記載さ

れています。Ｆタームについては「５Ｌ０４９ＣＣ２４：飲食店業の業務システム」のＦ

テーマコードが、題材公報と引用文献の両方に付与されていました。 

 

キーワード表現について比較してみると、主要な概念となる「注文」「サーバ」「ホームペ

ージ」「店員」「顧客」「携帯通信端末」「二次元コード」について、普通に表現されていま

した。特許の場合には「ハンディターミナル」や「スマートフォン」という、普通会話で

使われるキーワードではなく、「第１の携帯通信端末」や「第２の携帯通信端末」のよう

に、上位を表す概念にて表現されていることに注意が必要です。 

 

効果的に引用文献をヒットさせるためには、共通性が高い分類を見つけ出し、検索式に採

用することと、キーワード指定を行う時には、類義語表現についてケアすることが必要と

なります。皆様は、共通性が高い特許分類を特定し、適切な類義語展開を実施することが

できたでしょうか？ 

 

３．検索報告書からの学び 

今回の題材では登録調査機関に検索外注が行われ、登録調査機関より検索報告書が作成さ

れていました。検索報告書の中では検索論理式やスクリーニングサーチの結果について報

告されているので、登録調査機関の調査員が、どのような検索アプローチを実施している

のかを確認できます。 

 

今回の調査は国内と外国の両方の調査が行われていましたが、国内特許については、Ｎ

ｏ．１～１４の検索アプローチが行われていました。実際に行われた検索論理式とヒット

件数を図２に示しました。 
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図２ 検索報告書の検索論理式 

 

最初に、Ｎｏ．１と２では、題材公報の発明者を指定した検索が行われています。続い

て、Ｎｏ．３～６と、Ｎｏ．９～１０の検索式では、飲食店用のシステムに関連する特許

分類に対して、いろいろな異なる概念のキーワードの組み合わせを変えながら検索が行わ

■検索論理式
年月範囲： 年 月 日～2017年1月31日
【Ｎｏ．】 【クレームＮｏ．】 【テーマコード】 【検索論理式】 【件数】

1 1-6 無 (小泉,2C,繁樹)/IN 41

2 1-6 CSDB (小泉,2C,繁樹)/IN-\1 0

3 1-6 5L049 (G06Q50/12+CC24+CC19)*{(携帯通信端末+携帯端末+携帯情報
端末+携帯電話+スマホ+スマートホン+スマートフォン),(注文+
オーダー),(サイト+ホームページ)},20N/tx-\(1+2)

28

4 1-6 5L049 (G06Q50/12+CC24+CC19)*{(携帯通信端末+携帯端末+携帯情報
端末+携帯電話+スマホ+スマートホン+スマートフォン),(注文+
オーダー),(二次元コード+ＱＲコード)},20N/tx-\(1+2+3)

6

5 1-6 5L049 (G06Q50/12+CC24+CC19)*{(携帯通信端末+携帯端末+携帯情報
端末+携帯電話+スマホ+スマートホン+スマートフォン),(注文+
オーダー),(くじ+抽選)},20N/tx-\(1+2+3+4)

3

6 1-6 5L049 (G06Q50/12+CC24+CC19)*(注文+オーダー),20N,(広告+宣伝)/tx-
\(1+2+3+4+5)

42

7 1-6 5L049 (飲食店+レストラン)/tx*{(携帯通信端末+携帯端末+携帯情報端末
+携帯電話+スマホ+スマートホン+スマートフォン),(注文+オー
ダー),(広告+宣伝)},40N/tx-\(1+2+3+4+5+6)

20

8 1-6 5L049 {(携帯通信端末+携帯端末+携帯情報端末+携帯電話+スマホ+ス
マートホン+スマートフォン),(注文+オーダー),(広告+宣
伝)},40N/tx-\(1+2+3+4+5+6+7)

77

9 1-6 5L049 (G06Q50/12+CC24+CC19)*(くじ+抽選),20N,ポイント/tx-
\(1+2+3+4+5+6+7+8)

115

10 1-6 5L049 (G06Q50/12+CC24+CC19)*{ポイント,(使用+支払),選択},20N/tx-
\(1+2+3+4+5+6+7+8+9)

12

11 1-6 5L049 (飲食店+レストラン+飲食業界+飲食サービス+飲食施設+食事施設
+外食)/tx*{(携帯通信端末+携帯端末+携帯情報端末+携帯電話+ス
マホ+スマートホン+スマートフォン),(注文+オーダー),(サイト+
ホームページ)},20N/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

9

12 1-6 無テーマ (飲食店+レストラン+飲食業界+飲食サービス+飲食施設+食事施設
+外食)/tx*{(携帯通信端末+携帯端末+携帯情報端末+携帯電話+ス
マホ+スマートホン+スマートフォン),(注文+オーダー),(サイト+
ホームページ)},20N/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

15

13 1-6 無テーマ (飲食店+レストラン+飲食業界+飲食サービス+飲食施設+食事施設
+外食)/tx*(携帯通信端末+携帯端末+携帯情報端末+携帯電話+携
帯機+スマホ+スマートホン+スマートフォン+携帯機+顧客端
末),20N,(注文+オーダー)/tx*(広告+宣伝+コマーシャル)/tx-
\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

186

14 1-6 CSDB (飲食店+レストラン+飲食業界+飲食サービス+飲食施設+食事施設
+外食)/tx*(携帯通信端末+携帯端末+携帯情報端末+携帯電話+携
帯機+スマホ+スマートホン+スマートフォン),20N,(注文+オー
ダー)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

254

スクリーニング件数合計： 808
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れています。さらに、Ｎｏ．７～８と、Ｎｏ．１１～１４の検索式では、いろいろな異な

る概念のキーワードの組み合わせを変えながら、キーワードのみを指定した検索式が展開

されています。 

ちなみに、今回の引用文献は、Ｎｏ．３の検索により抽出されています。 

 

Ｎｏ．２と１４のテーマコードの欄を参酌すると、『ＣＳＤＢ』と記載されています。Ｃ

ＳＤＢとは、コンピュータソフトウエアデータベースの略語表記であり、ＣＳＤＢについ

ては、以前の事例研究である、事例２の解説記事の中で紹介しています。 

 

次に、スクリーニングが行われた結果を図３に示しました。国内特許調査により、１１件

の文献が抽出されました。Ｎｏ．１の引用文献が「Ｘカテゴリー（新規性なし）」の文献

として抽出されています。 

引用文献として抽出された提示文献Ｎｏ．１は、図２の検索論理式Ｎｏ．３から抽出され

ています。 

 

その他、提示文献Ｎｏ．３，４，７，８については、周知技術を示す文献として、拒絶理

由通知の中で採用されていました。 

 

 

図３ 検索報告書のスクリーニングサーチの結果 

 

４．公報に付与されている特許分類の確認は経過情報照会のＦＩ記事を参照する 

今回の引用文献のフロントページに記載されているＦＩを確認すると、題材公報に記載さ

れている「Ｇ０６Ｆ５０／１２」は見られません。しかし、「Ｇ０６Ｆ５０／１２」を指

■スクリーニングサーチの結果
【Ｎｏ．】 【提示文献の種別】 【対話型追加文

献の種別】
【提示文献】 【代表カテゴリ】 【式Ｎｏ．】

1 特許文献 特開２００９－０４３１８５号公報 X 3

2 特許文献 特開２００７－１９３６６９号公報 A 3

3 特許文献 特開２００６－３０２２１８号公報 Y2 3

4 特許文献 特開２０１６－１４３１９５号公報 A 4

5 特許文献 特開２０１２－１１３５７６号公報 A 7

6 特許文献 特開２００９－２８９００６号公報 A 5

7 特許文献 特許第５８６３９９９号公報 A 3

8 特許文献 国際公開第２０１５／１２９０４０号 A 4

9 特許文献 特開２００５－１１５５７７号公報 A 9

10 特許文献 特開２００９－０８０５３５号公報 A 9

11 特許文献 特開２００３－２５６７４２号公報 A 10
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定した検索条件で、引用文献はヒットしています。 

現時点で運用されている最新のＦＩは「Ｇ０６Ｆ５０／１２」が新設される前に利用され

ていた、対応する旧分類は「Ｇ０６Ｆ５０／１２，１００」になります。さらに、「Ｇ０

６Ｆ５０／１２，１００」が新設される前の対応する旧分類は「Ｇ０６Ｆ１７／６０，１

２０」になります。引用文献が発行された２００９年の時点では、「Ｇ０６Ｆ１７／６

０，１２０」が運用されていたので、引用文献が発行された際には、「Ｇ０６Ｆ１７／６

０，１２０」が付与されました。（分類の改廃履歴の確認方法については、以前の事例研

究である、事例４の解説記事の中で紹介しています。） 

したがって、図４に示すように、引用文献の経過情報照会のＦＩ記事を参照すると、「Ｇ

０６Ｆ１７／６０，１２０」も、「Ｇ０６Ｆ５０／１２，１００」も、さらに、「Ｇ０６Ｆ

５０／１２」も付与されているのです。 

 

 

図４ 公報記載のＦＩと経過情報に記載されたＦＩ記事 
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日本で運用されているＦＩの優れているポイントは、ＦＩ分類が更新されると、付与され

たＦＩは最新のＦＩについても追記し再付与される運用が行われている点です。 

したがって、検索に用いるＦＩを検討する際には、最新のＦＩを確認して検索式に利用す

ることが重要になります。さらに、更新された旧ＦＩ分類も更新されたタイミングで消去

されることはありませんので、調査モレのリスクを下げるためには、確認できた旧ＦＩ分

類も検索式に加えて調査を実施することをお勧めします。 

 

５．実行したい検索式の具体例 

今回の題材で実施できたら良いと思われる検索式の例をご紹介します。 

 

ＦＩ＝Ｇ０６Ｑ５０／１２+Ｇ０６Ｑ５０／１２，１００+Ｇ０６Ｆ１７／６０，１２０ 

×全文＝（(携帯+ハンディ）*(端末+電話+ターミナル) 

+ スマホ+スマーフォン+スマートホン+タブレット） 

×全文＝（客+来店者） 

×全文＝（注文+オーダ） 

×全文＝（サイト+ホームページ+ウエブ+Ｗｅｂ） 

→ヒット件数:２５３件 題材公報:○ 引用文献:○ 

「飲食店のための業務システム」のＦＩ分類に対して、「スマホ」の概念のキーワード

と、「顧客」の概念のキーワードと、「注文」の概念のキーワードと、「ホームページ」の

概念を掛け合わせました。題材公報と引用文献の両方がヒットします。 

 

ＦＴ＝５Ｌ０４９ＣＣ２４ 

×全文＝（(携帯+ハンディ）*(端末+電話+ターミナル) 

+ スマホ+スマーフォン+スマートホン+タブレット） 

×全文＝（客+来店者） 

×全文＝（注文+オーダ） 

×全文＝（サイト+ホームページ+ウエブ+Ｗｅｂ） 

→ヒット件数:２２４件 題材公報:○ 引用文献:○ 

「飲食店のための業務システム」のＦタームに対して、「スマホ」の概念のキーワード

と、「顧客」の概念のキーワードと、「注文」の概念のキーワードと、「ホームページ」の

概念を掛け合わせました。題材公報と引用文献の両方がヒットします。 

 

全文＝（飲食店+レストラン+居酒屋+外食） 

×全文＝（[携帯,ハンディ*端末,電話,ターミナル]語順指定あり５文字以内 

+ スマホ+スマーフォン+スマートホン+タブレット） 

×全文＝[客,来店者*注文,オーダ]語順指定なし３０文字以内 

×全文＝（サイト+ホームページ+ウエブ+Ｗｅｂ） 

×全文＝（二次元コード+２次元コード+バーコード+ＱＲコード） 

→ヒット件数:２６１件 題材公報:○ 引用文献:○ 

全文を対象に、「飲食店」「スマホ」「顧客が注文」「ホームページ」「ＱＲコード」の概念
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をすべて含む物を指定した、キーワード指定のみの検索式です。題材公報と引用文献の両

方がヒットします。 

 

 

６．今回の事例から学んだポイント 

今回の演習課題への取り組みにより得られた知見をまとめます。 

（１）特許で使用される用語は上位概念を表す用語が使われることに注意する。 

（２）付与されている特許分類の確認は経過情報照会のＦＩ記事を参照する。 

 

検索タームとして利用する特許分類の付与ルールや改廃運用ルールを熟知したうえで、検

索式を立案することで、モレなく、ノイズが少ない調査を実現させたいですね。 

 

－以上－ 


